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多国籍企業によるグループ全体の移転価格リスクの

管理において、グループ内の関係会社間取引が独立

企業原則に適合しないことによる二重課税の発生を

回避するため、利益配分がグループの移転価格方針

を満たすよう事業年度終了前に適切な移転価格調整

を行うことがあります。

財政部2019年11月15日付台財税字第10804629000号

通達では、2020年度より営利事業者は要件を満たす

状況において移転価格一括調整を行うことができると

規定されています。規定では、営利事業者の輸入物

品について、特殊な関係による関係会社間取引行為

があり、取引価格が物品輸入時に決定できず、事業

年度終了後に一括調整を行う必要がある場合、関務

署が輸入物品の調整について公布した「税関による事

業年度の移転価格一括調整の課税価格の審査要点」

（以下、審査要点）の規定に基づき、物品輸入時に輸

入通関申告書に移転価格一括調整を行う旨を注記す

る必要があるとされています。注記がない場合、年度

終了後に関連調整を行うことは出来ません。

台湾と日本間の経済貿易交流は盛んであり、多くの日

系多国籍企業が台湾に子会社を設立しています。日

系企業の台湾子会社の関係会社間取引は「物品輸

入」を主としており、「10804629000号通達」及び「税関

による事業年度の移転価格一括調整の課税価格の

審査要点」を満たさなければ、移転価格一括調整の適

用が出来ません。また、日系企業の台湾子会社の事

業年度は日本親会社と同じ3月決算(4/1～3/31)を採

用していることが多く、申告期限が12月決算(1/1～

12/31)と異なっています。ここでは3月決算企業を例と

して、物品輸入の移転価格一括調整の注意すべきス

ケジュールと要点を説明いたします。

多国籍グループ企業(3月決算)向け移転価格
一括調整の期限及び注意事項

事業年度

翌年 3/314/1 4/30

1 ヶ月

10/31

4 ヶ月 2 ヶ月

8/31

税関は案件の複雑性

に応じて査定期間を2ヶ

月延長する場合がある。

この段階において営利事業者は

規定に従って輸入手続を行う。プ

ロフォーマ・インボイス及び物品価

格申告書を添付して、物品の保証

金差入による納税前の通関を税

関に申請する。

関連書類を税関の担

当部署に提出し、課

税価格の査定を申請

する。申請期限を超

過した場合は受け付

けられない。

税関は関税価格見積規定に

基づき課税価格を査定する。

営利事業所得

税申告期限日

規定の様式により申告書に開示し、取引契

約書、適用要件や税関手続を満たすことを

証明する書類を添付する。

申請及びスケジュール（3月決算事業年度の企業を例とする）
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事業年度における輸入物品通関時

営利事業者が物品輸入時に移転価格一括調整を適

用する場合、審査要点に従い物品の通関・引取り前

に、プロフォーマ・インボイス、物品価格申告書を添付

し、輸入物品の保証金差入による関税納付前通関申

請書を記入し、暫定価格で税関に関税法第18条第3

項第3号規定に基づく輸入物品の保証金差入による

関税納付前通関申請を税関に提出します。また輸入

通関申告書において以下の事項を申告する必要があ

ります。

1. 特殊関係の欄にコード「138 」（特殊関係があり、

事業年度移転価格一括調整課税価格査定案件)

を記入

2. 納税方法の欄にコード「65」(見積税金)を記入

3. その他申告事項の欄に「○○○事業年度移転価

格一括調整手続」及び営利事業者が適用する事

業年度期間を記入

審査要点に従って通関する場合、輸入通関申告方法

は「C2書類審査」又は「C3物品検査」となります。

事業年度終了後1個月以内

営利事業者は事業年度終了後1個月以内(3月決算企

業は4月30日まで)に、「営利事業者の事業年度移転

価格一括調整に係る輸入物品の課税価格の査定申

請書」を税関に提出して課税価格の査定を申請する

必要があります。申請書に明記すべき書類は以下の

通りです。

1. 輸入通関申告書価格調整状況まとめ表（影響を

受ける輸入通関書類の番号、項目番号、暫定価

格及び正式なコマーシャル・インボイス価格、異動

比率等を含む）。その内容は輸入通関申告書の

番号順に記載しなければならず、また税還付、追

納税額の各種税金を記載しなければならない。

2. 取引価格の決定理由又は価格計算方法

3. 関係会社間取引契約書、正式なコマーシャル・イ

ンボイス、支払証明及びその他税関が取引価格

を審査する際に必要となる関連書類。

税関は期限を過ぎた申請を受理せず、直接価格査定

を行うことに特に注意が必要です。

KPMG の見解

日系企業の多くは3月決算で、2024年度は2024年4月

1日～2025年3月31日です。移転価格一括調整を申請

する予定の営利事業者は、2024年度の終了直前に事

前に利益状況を確認し、関連証明資料を揃える必要

があります。特に、物品輸入取引に対して移転価格一

括調整を行う場合、事業年度終了後1個月以内に（3

月決算を前提とする場合は4月30日までに）、上記の

資料を添付して税関に申請する必要があります。

また、従来移転価格一括調整を行っていなかった場

合でも、商業環境の急激な変化を考慮し、移転価格一

括調整の適用可能性に留意して事前に計画すること

をご検討ください。例えば、年度末近くになり物品輸入

取引に対して移転価格一括調整を行う必要が出てき

た場合に、規定に適合していないために一括調整が

できないことによる税務リスクを回避するため、事業年

度の最初から規定に基づき輸入物品の通関申告時に

その他申告事項の欄に「○○○事業年度移転価格一

括調整手続」を明記することも考えられます。
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